
委員会準備会（仮称）

①委員による議案の視点の共有

〇委員会準備会（仮称）で確認する内容

(例)

議案第72号　生駒市教育委員会の定数を定める条例を廃止する条例の制定について

    ① 基本事項の確認

・2015年9月定例会　生駒市教育委員会委員の定数を定める条例の制定について

　教育委員会委員の定数を法定の4人から8人に増員

・2015年9月25日　環境文教委員会にて質疑　異議なく可決

・2015年10月8日　本会議　賛成討論1本　賛成多数で可決

    ② 視点の共有

・過去定員を増員した理由

・今回定員を廃止する理由　等

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律

資料

委員会開会

②必要に応じて、議案に係る施設の視察

【全員協議会終了後に実施することを想定】

議会運営委員会

全員協議会

↓

・議会運営委員会での議案の取扱い（即決、付託）を確認し、全

員協議会終了後に常任委員会ごとに委員間で委員会準備会を開催

するかどうかを協議する。委員会への付託議案が無い場合準備会

開催の協議は不要。

・委員会準備会を開催する場合、準備会開催前に各委員が個々人

で議案を熟読し、基本事項を確認しておく。そして準備会で各委

員の視点を共有する。

↓

↓

〇委員会準備会（仮称）実施フロー

議案説明会


